
件   名 愛媛県県税賦課徴収条例の一部を改正する条例 

主 管 課 税務課 

根拠法令等 地方税法等の一部を改正する法律（平成30年３月31日公布、公布日施行） 

【改正の概要】 

  

 不動産取得税 

 〇不動産取得税における特例措置の適用期限を３年延長 

  ・住宅・土地に係る税率の特例（４％→３％） 

  

  

 法人事業税 

 〇法人事業税における収入金額課税方式の見直し 

  ・ガス中小事業者が行う製造及び小売に係る事業について、課税方式を普通法人と同じ課税方式

へ見直し 

収入金額課税 ⇒ 
(資本金１億円以下) ： 所得課税 

(資本金１億円超) ： 外形標準課税＋所得課税 

 

 

                                        など 

施 行 日 平成30年４月１日 

【その他参考事項】 
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